
 

関係法令抜粋 

 

○建築士法（抜粋） 

（懲戒） 

第十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二

級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合において

は、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若し

くは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すこと

ができる。 

一 （略） 

二 業務に関して不誠実な行為をしたとき。 

 （以下、略） 

 

 

 

○建築基準法（抜粋） 

（国土交通大臣等の指定を受けた者による確認） 

第六条の二 前条第一項各号に掲げる建築物の計画（前条第三項各号のいずれか

に該当するものを除く。）が建築基準関係規定に適合するものであることにつ

いて、第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところに

より国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令

で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第一項

の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。 

  （以下、略） 

 
 


